
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日 

広
島
県
知
事  

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ち
ゃ
ん

く
す 

西
上 
忠
臣 

広
島
県
三
原
市
港

町
一
丁
目
二
番
二

六
号 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
有
無
や

年
齢
な
ど
個
人
が
持
つ
背
景
を

超
え
て
全
て
の
人
に
対
し
て
、

一
）
地
域
の
人
々
が
集
い
、
作

業
す
る
場
の
拠
点
作
り
、
二
）

人
が
作
業
で
き
る
こ
と
を
目
指

し
た
個
別
の
相
談
支
援
事
業
、

三
）
人
と
環
境
の
調
整
を
行
う

訪
問
事
業
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
人
が
地
域
の
中
で
、
み
ず

か
ら
困
難
を
解
決
す
る
力
を
育

て
な
が
ら
、
充
実
し
た
生
活
を

送
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
一
年 

一
一
月
九
日 

 


